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研究要旨 

多嚢胞性卵巣症候群は、両側卵巣の多嚢胞性腫大により特徴づけられる疾患であ

る。海外の基準とわが国の実態に乖離があることが知られているため、わが国で

使用しうる診断基準の作成を行った。 

Ａ．研究目的 

多嚢胞性卵巣症候群は、両側卵巣の多嚢胞性腫大

により特徴づけられる疾患である。海外では 1990

年に NIH が排卵障害と高アンドロゲン血症の二つ

を必ず満たすという診断基準を作成し、2003 年に

ESHRE/ASRMの、いわゆる Rotterdam Criteriaが策

定され、排卵障害、高アンドロゲン血症、卵巣の PCO

所見のうち二つを満たすものとし、これが世界的

には最も多く使用されている。 

一方本邦では、欧米との表現型が異なることが

指摘されており、特に肥満を伴う例が少ないこと、

東アジア系では高アンドロゲン血症でも多毛を来

さない例が多いことから、欧米の定義をそのまま

当てはめることには無理があった。そこで日本産

婦人科学会は、1993年に生化学データを盛り込み､

排卵障害、高 LH、卵巣の PCO 所見の 3 つを必ず満

たすという基準を設定した。しかし、LH 測定系の

問題などが明らかとなって、2007 年にはこれを改

定し、月経異常（排卵障害）、高 LH または高アンド

ロゲン、卵巣の PCO所見の 3つを必ず満たす、とい

う基準を設定した。成人生殖年齢女性の 6〜8％が

多嚢胞性卵巣を有するとされているが、小児思春

期での有病率は不明。日本では欧米と異なり、肥満

に伴う多嚢胞性卵巣症候群の頻度は少ない。  

 本研究の目的は、本法における多嚢胞性卵巣

症候群の診断基準の作成と診療ガイドラインの作

成である。 

 

Ｂ。研究方法 

 本年度は診断基準の作成に取り組んだ。海外の

基準、と日本産科婦人科学会および日本小児内分

泌学会の基準を参考にまとめた。 

 

Ｃ．研究結果 

以下のような診断基準を作成した。 

 

 

 

多嚢胞性卵巣症候群 

 

概要  

1935 年に、両側卵巣の多嚢胞性腫大と肥満・男性

化徴候を伴う月経異常を主徴とする Stein-

Leventhal 症候群が報告され、以後､成人において

は排卵障害を伴う症候群として一般化したが、必

ずしも特徴的徴候を有さない PCOS 症例が増加し、

基準が曖昧となっていた。海外では 1990 年に NIH

が排卵障害と高アンドロゲン血症の二つを必ず満

たすという診断基準を作成し、 2003 年に

ESHRE/ASRMの、いわゆる Rotterdam Criteriaが策

定され、排卵障害、高アンドロゲン血症、卵巣の PCO

所見のうち二つを満たすものとし、これが世界的

には最も多く使用されている。2009 年には AES

（Androgen Excess Society）が高アンドロゲン血

症を認めない PCOSの存在に疑問を呈し、未だ議論

は継続している。 

 一方本邦では、欧米との表現型が異なることが

指摘されており、特に肥満を伴う例が少ないこと、

東アジア系では高アンドロゲン血症でも多毛を来

さない例が多いことから、欧米の定義をそのまま

当てはめることには無理があった。そこで日本産

婦人科学会は、1993年に生化学データを盛り込み､

排卵障害、高 LH、卵巣の PCO 所見の 3 つを必ず満

たすという基準を設定した。しかし、LH 測定系の

問題などが明らかとなって、2007 年にはこれを改

定し、月経異常（排卵障害）、高 LHまたは高アンド

ロゲン、卵巣の PCO所見の 3つを必ず満たす、とい

う基準を設定した。 成人生殖年齢女性の 6〜8％

が多嚢胞性卵巣を有するとされているが、小児思

春期での有病率は不明。日本では欧米と異なり、肥

満に伴う多嚢胞性卵巣症候群の頻度は少ない 

 

原因  

基本的な病因は、卵巣内の高アンドロゲン血症で

ある。高アンドロゲン血症が、卵巣原発であるか、

下垂体 LH分泌増加が原発性の問題であるかは議論
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がある。卵巣の LHに対する感受性亢進が、卵巣内

のステロイド合成に異常を来すと考えられている

が、Fibrillin3,POMCなど特定の遺伝子多型の関与

も報告されており、遺伝学的背景の存在が示され

ている他、胎生期の栄養状態と胎児発育との関連

も示されている。 

 卵巣内高アンドロゲンは、卵巣内での主席卵胞

の成熟を抑制し俠膜細胞と顆粒膜細胞の早期黄体

化を促進して、多くの小卵胞を産生する。このこと

により，卵巣は多嚢胞性となり、月経周期は障害さ

れる。 

 

症状  

月経異常：月経不順、無排卵性月経 

男性化徴候：低音声,陰核肥大,喉頭隆起の突出,骨

格筋の発達などをきたす。日本人では軽度である

ことが多い。 

皮膚症状：多毛(Ferriman-Gallway の多毛スコア

参照)、座瘡、男性型脱毛(頭頂部・後頭部)、黒色

棘細胞腫(インスリン抵抗性の徴候、首、腋下、鼠

径部にみられる黒色びまん性の色素沈着と粗な皮

膚所見)  

肥満：日本人では伴わないことが多い。 

 

治療法  

無月経等月経異常、不妊に対してクロミフェン、

HCG-FSH療法、腹腔鏡下卵巣多孔術、生殖補助医療

など。インスリン抵抗性改善の目的で肥満の改善、

メトフォルミン。多毛に対し、低用量ピル、スピロ

ノラクトンなど。薬物療法は効果出現までに時間

がかかる。 

 

予後 

肥満に因るところが大きい場合、減量のみで改善

する。挙児のためには、生殖補助医療やホルモン療

法が必要となることもある 

 

 

＜診断基準＞ 

診断基準 

Ⅰ 月経異常 

Ⅱ 多嚢胞性卵巣 

Ⅲ 血中男性ホルモン高値 または LH基礎値高

値かつ FSH基礎値正常 

註１）Ⅰ～Ⅲのすべてを満たす場合を多嚢胞性卵

巣症候群とする。 

註２）月経異常は無月経・稀発月経・無排卵周期症

のいずれかとする。 

註３）多嚢胞性卵巣は、超音波断層検査で量側卵巣

に多数の小卵胞がみられ、少なくとも一方の卵巣

で２～９mm の小卵胞が 10 個以上存在するものと

する。 

註４）内分泌検査は、排卵誘発薬や女性ホルモン薬

を投与していない時期に、1ｃｍ以上の卵胞が存在

しないことを確認の上で行う。また、月経または消

退出血から 10 日目までの時期は高 LH の検出率が

低いことに留意する。 

註５）男性ホルモン高値は、テストステロン、遊離

テストステロンまたはアンドロステンジオンのい

ずれかを用い、各測定系の正常範囲上限を超える

ものとする。 

註６）LH高値の判定は、スパックーS による測定

では LH≧７ｍIU/ml（正常女性の平均値＋1ｘ標準

偏差）かつＬＨ≧ＦＳＨとし、肥満者（ＢＭＩ≧25）

ではＬＨ≧ＦＳＨのみでも可とする。多の測定系

による測定値は、スパックーＳとの相違を考慮し

て判定する。 

註７）クッシング症候群、副腎酵素異常、体重減少

性無月経の回復期など、本症候群と類似の病態を

示すものを除外する。 

 

<重症度分類＞ 

軽症：多嚢胞性卵巣の診断はなされているが、継

続的な治療を必要とすることはなく、日常生活に

も支障がない 

中等症：継続的な内科的治療を要する。あるいは

、継続的な内科的治療の他に、合併症に対する継

続的治療を要する。 

 

※診断基準及び重症度分類の適応における留意事

項 

病名診断に用いる臨床症状、検査所見等に関

して、診断基準上に特段の規定がない場合に

は、いずれの時期のものを用いても差し支え

ない（ただし、当該疾病の経過を示す臨床症

状等であって、確認可能なものに限る）。  

治療開始後における重症度分類については、

適切な医学的管理の下で治療が行われている

状態で、 直近６ヵ月間で最も悪い状態を医

師が判断することとする。 

ただし、症状が寛解と悪化を繰り返す場合

は、直近１年間の状況で判断することとす

る。 
  

Ｄ．考察 

今後この診断基準案をブラッシュアップするとと

もに、クリニカククエスチョンの設定、文献レビュ

ーを経て診療ガイドラインの作成へと進む予定で

ある。 

 

Ｅ．結論 

多嚢胞性卵巣の診断基準を設定した。 

 

 

F．研究発表 

１．論文発表 

なし 
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２．学会発表 

なし 

 

 

G．知的財産権の出願・登録状況 

１． 特許取得 

なし 

２． 実用新案登録 

なし 

３． その他 

なし 
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